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１ はじめに
２ 工事の概要
３ 専決処分の内容と理由
４ 債務負担行為の期間不足が起きた経過
５ 原因と再発防止策

説明内容
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 工業用水道２送・３送連絡管１０００ｍｍ布設工事（以下
「本工事」）について、工期が債務負担行為の期間に収ま
らず、契約できないことが判明しました。
 本工事は、工業用水道の安定供給に不可欠であり、遅延し
た場合、利用者の経済活動や老朽化による漏水等、市民生
活への影響が懸念されました。
 このため、令和８年３月３１日に地方自治法第１７９条の

規定に基づき、債務負担行為の期間を補正する専決処分を
行いました。

１ はじめに
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※1,200mmRC鋼管
57年経過

≪本工事の目的≫
老朽化が進行する送水管

の更新や事故時のリスク低
減を主目的として、送水管
同士を連絡する工事です。

今回の工事
口 径：1,000㎜
延 長：1600ｍ

※950mmRC鋼管
68年経過

※1,300mmRC鋼管
60年経過

 工業用水道２送・３送連絡管１０００㎜布設工事について

２ 工事の概要

本工事

工業用水道
２送･３送連絡管

口 径：1,000㎜
延 長：1,600m

工水１送･３送
連絡管
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 専決処分の内容

 令和７年度川崎市工業用水道事業会計予算の債務負担行為
の期間について、「令和７年度から令和１０年度まで」を
「令和７年度から令和１１年度まで」に補正しました。

 老朽化する工業用水道の送水管の更新が遅延することで、
工業用水道利用者への安定供給に懸念が生じるとともに、
漏水事故等が発生した場合、市内の経済活動への影響や、
道路陥没等により市民に多大な影響を与えてしまうおそれ
があるため。
 入札手続を着実に進めることで、落札候補者への影響を最
小限に抑えるため。

 専決処分の理由

３ 専決処分の内容と理由
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４ 債務負担行為の期間不足が起きた経過
1. 本工事の債務負担行為は、令和７年度から令和１０年度ま
でを期間として、令和７年度予算において議決をいただき
ました。

2. 設計の精査に時間を要し、約半年間遅れ、履行期間が令和
７年度から令和１１年度までの見込みとなりましたが、そ
のまま契約手続に入りました。

3. 入札公表後も、債務負担行為の期間の不足について設計担
当部署では、総額が既定予算内のため、執行可能なものと
認識していました。

4. 契約手続を進める中で、契約担当部署から、債務負担行為
は限度額と期間の双方を規定するもので、期間を超えた契
約はできないとの指摘がありました。

5. 指摘を受け、債務負担行為の期間の見直しが必要と判断し
ました。 7



 今回の原因は、５か年にわたる異例の期間に対し、設計担当
部署における債務負担行為に係る確認不足、認識不足が生じ
たものです。

 原因

 債務負担行為をシステム上確実に確認できるように、履行
期間が複数年にわたる契約の伺いには予算書の写し（債務
負担行為）を添付するなどの仕組を構築します。

 設計遅延により発注時期に変更が生じた場合、債務負担行
為の期間等を確認し補正予算を計上するなど、予算管理を
徹底します。

 再発防止策

５ 原因と再発防止策
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